
議案第４２号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

令和６年度（２０２４年度）城陽市一般会計補正予算（第７号）につ

いて、次のとおり専決処分したので、これを報告し、議会の承認を求め

る。 

 

  令和７年５月２３日提出 

  （ 2025 年）  

 

城陽市長 奥  田  敏  晴     



専 決 処 分 書  

 

令和６年度（２０２４年度）城陽市一般会計補正予算（第７号）につ

いて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定

に基づいて専決処分する。  

 

  令和７年３月３１日専決  

  （2025 年） 

 

城陽市長 奥 田 敏 晴  



令 和 ６ 年 度
（２０２４年度）

一 般 会 計

城　陽　市　補　正　予　算　書

（補正第７号）
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令 和 ６ 年 度

(２０２４年度)

城陽市一般会計補正予算

第　７　号

 一般会計 1 



城 陽 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ７ 号 ）大 綱

 

   歳　　入 （単位　千円）

予 算 額

100,000歳　　　入　　　合　　　計

令 和 ６ 年 度
 ( 2 0 2 4 年 度 )

項 　　目 内　　　        　　容

寄 附 金1. 山砂利採取跡地及び周辺公共施設整備寄附金 100,000

 一般会計 2 



   歳　　出 （単位　千円）

予 算 額

100,000

1. 山砂利採取跡地及び周辺公共施設整備基金積立金 100,000

歳　　　出　　　合　　　計

補正前予算額　33,924,187千円 ＋ 補正予算額　100,000千円 ＝ 補正後予算額　34,024,187千円

項 　　目 内　　　        　　容

土 木 費

 一般会計 3 



　（繰越明許費）

令和７年３月３１日　専決

(２０２５年)

　　 　

２ 　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

令和６年度　城陽市一般会計補正予算（第７号）
  　　　　 （２０２４年度）

　令和６年度(2024年度)城陽市一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところ

による。

　（歳入歳出予算の補正）

第 １ 条 　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 100,000千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 34,024,187千円とする。

城陽市長　　奥田　敏晴 　　　　　

第 ２ 条 　地方自治法第２１３条第１項の規定に基づき翌年度に繰り越して使用す

ることができる経費は、「第２表　繰越明許費」による。

 一般会計 4 





事　　業　　名

８．土木費 ２.

 第２表 繰越明許費 
(単位　千円)

款 項 金　　額

道路橋りょう費 市道２２５号線整備事業 8,355    

 一般会計 6 











参照条文 

 

地方自治法（抜粋） 

 〔専決処分〕 

第１７９条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第１１３条た

だし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方

公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要す

るため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認める

とき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普

通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。

ただし、第１６２条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意

及び第２５２条の２０の２第４項の規定による第２５２条の１９第１

項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意については、この限り

でない。 

②         略  

③  前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次

の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならな

い。 

④         略  


